
第  号議案

指定管理者の指定の件（神戸市立ふたば学舎）

次のとおり地方自治法（昭和22年法律第 67号）第244条の２第３項に規定する

指定管理者を指定する。  

令和７年11月 27日提出

神戸市長 久  元   喜   造

１ 公の施設の名称 

  神戸市立ふたば学舎  

２ 指定管理者 

神戸市長田区二葉町８丁目４番８号

特定非営利活動法人ふたば  

理事  岡本 勝利  

３ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和11年３月31日まで

理    由

神戸市立ふたば学舎の指定管理者の指定をするに当たり、議会の議決を経る必

要があるため。 
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神戸市立ふたば学舎の指定管理者の指定等について 

１．公の施設名称 

神戸市立ふたば学舎 

２．指定管理者 

  特定非営利活動法人ふたば 

代表者  理事 岡本 勝利 

住所   神戸市長田区二葉町８丁目４番８号 

３．指定期間 

  令和８年４月１日から令和 11年３月 31日まで 

４．債務負担行為 

  期間：令和７～10 年度  限度額：75,000千円 

５．令和８年度予定額 

25,000 千円 

６．選定までのスケジュール 

業務要領配布：令和７年７月１日 

提案書類受付期間：令和７年８月 25 日 

選定評価委員会：令和７年９月 18日 

７．選定理由 

・ 旧二葉小学校の卒業生を中心とした「旧二葉小学校の活用検討委員会」を母体とする「特定非営利

活動法人ふたば」は、設置当初から現在に至るまで指定管理者として、適切に施設管理及び条例に

掲げる指定業務を遂行してきたものと評価している。

・ 特に事業については、市内外から多くの利用者のある震災体験学習をはじめ、地域活動を担う人材

育成事業、地域活性化事業、多文化共生事業などの多様な事業を、内部テナントや周辺の商店街な

どとも連携して、継続して実施してきた。長田区が区制 80周年を迎えたこともあり、地域の愛着を

高めるため、館内でのパネル展示や講演会など、利用者に対して区の歴史などに触れる機会も積極

的に提供している。

・ その他の自主事業についても、新たにこども等を対象とした「トイドローン教室」、「放課後学習支

援」、さらに 20～40代といった青年層をターゲットにした「おとなの小學校」、「ふたば ZINEフェ

ス」など、さらなる利用者層の拡大に向けて積極的な企画が行われている。

・ その結果、コロナ禍で落ち込んだ事業実績や利用人数の推移も順調に回復し、コロナ禍前に増して

向上、地域の居場所としてにぎわいを取り戻し、その実績は指定管理者評価委員会からも高い評価

をいただいたところ。

・ 次期指定管理期間においても、従来の取り組みを継続・発展させつつ、新たにキャッシュレス決済

も提案されており、利用者の利便性向上に寄与するものと考えている。

以上のことから、今後も長年にわたるノウハウにより施設の適切な運営、そして地域や施設の活性化

が期待できることから、「特定非営利活動法人ふたば」を選定する。 

参考資料 
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〔施設の概要〕 

１．設立趣旨 

[神戸市立ふたば学舎条例第１条] 

 市民が行う地域活動に一層多くの市民が参加することができるように支援するとともに，地域社

会に関連する様々な交流，学び，歴史，文化及びものづくりに市民が触れることができる機会を設

け，もって地域の活性化を担う人材の育成に資するとともに，多文化共生を推進するため，神戸市立

ふたば学舎（以下「ふたば学舎」という。）を設置する。 

２．所在地 

神戸市長田区二葉町７丁目１番 18号 

３．開設時期 

2010 年（平成 22年）11 月 19日 

４．構造 

鉄筋コンクリ－ト造、地上３階建 

 敷地面積：3,517㎡ 

管理面積：2309.57㎡ 

※全体 4,758㎡のうち、次の部分を除く

１階「国際レスキュ－システム研究機構」「ふたば国際プラザ（一部２階）」

２階「エコノバふたば」

３階「神戸学院大学地域研究長田センター」

５．施設内容 

①施設管理事務室・受付（１階）

②会議室 11箇所（１階：２箇所、２階：８箇所、３階：１箇所）

③多目的室 ５箇所（１階：２箇所、２階：１箇所、３階：２箇所）（３階は土足厳禁）

④講堂（３階）

⑤調理室（２階）（土足厳禁）

⑥音楽室１

⑦音楽室２

⑧オ－プンスペ－ス １階：３箇所、２階：３箇所、３階：２箇所

⑨駐車場 （17 台分、うち 1台分は身体障害者用）

・来館者用の有料駐車場

・時間貸しのみとし、月極等の長期使用は不可。

・機械による出入庫管理機器を設置
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・トイレ（６箇所、うち３箇所は身体障害用付き）

・倉庫（10箇所、うち屋外２箇所）

・エレベ－タ－（１箇所）

６．開館時間及び休館日 

開館時間 平日 午前９時～午後９時 日・祝日 午前９時～午後５時 

休館日  毎週月曜日（国民の祝日にあたる場合はその翌日）、 

年末年始（12月 28日～１月５日） 

７．利用状況 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用人数 77,551人 50,474人 78,099 人 93,069 人 100,493人 111,299人 

利用率 51.5％ 35.9％ 41.3％ 44％ 49.1％ 49％ 

利用件数 6,811件 4,870件 6,674 件 7,729 件 8,459 件 8,341件 
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